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（保険者機能の拡大） 

○ 介護保険制度創設当初においては、制度運営の基本である三大業務（保険料、認
定、給付）が基本的な保険者機能とされていました。 

○ しかしながら、平成 18 年度の介護保険制度改正により地域支援事業や地域包括
支援センター等が創設され、平成 24 年度改正により地域包括ケアシステムの構築
が提唱されると、その構築が保険者の責務とされました。このため、保険者は、被
保険者個人に対する保険給付に加え、地域づくりも含めたより幅広い業務を担う
こととなりました。 

○ さらに、平成 27 年度改正では、地域支援事業の充実・見直しにより、医療と介
護の連携強化、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの体制
整備等、多様な事業や取組が地域支援事業に組み込まれて保険者の業務とされま
した。 

○ この改正により地域包括ケアシステムを支える分野ごとの取組が進められ、次
の平成 30 年度改正では、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムをマネジメン
トしていく段階として、地域包括ケアシステムのマネジメント全般が保険者の取
り組むべき業務として明示されるようになりました。 

 

 

資料：三菱ＵＦＪリサ－チ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞2040 年：多元的社会におけ

る地域包括ケアシステム」（地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた制度やサービスについて

の調査研究）、平成 30 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2019 年 

第１節 保険者機能強化を取り巻く状況 

１ 地域包括ケアシステムにおける保険者の役割  
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○ そこ で、 地域の特性に応じ た 地域包括ケ ア シス テ ム を マネジ メ ン ト し て いく た

め、 地域の課題を 分析し た上でその地域を ど のよ う にし て いき た いか目指すべき

ビ ジ ョ ン を 設定し 、 その実現に向けて Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを 活用し な がら 取組を 進

めて いく こ と が求めら れていま す（ 地域マネジメ ン ト ）。  

○ ま た、 地域包括ケ アシ ス テム は、 それぞれの要素が整備さ れる だけでなく 、 それ

ら の要素が連携し 、 高齢者の状態に応じ て必要な サービ ス が一体的に提供さ れて

いく こ と が重要であ り 、 それぞれの関係機関やサービ ス が円滑に連動でき る ネッ

ト ワ ーク の構築も 重要と なり ま す（ 多職種連携）。  

○ 地域住民が参加でき る 場や居場所等を つく り 、 支え合う 関係性を コ ーディ ネー

ト する 等の取組を 行う こ と によ り 、 地域の住民が役割を 持ち、 支え合いながら 、 自

分ら し く 活躍でき る よ う 地域コ ミ ュ ニ ティ を 作っ て いく こ と も 重要です（ 地域づ

く り ）。  

○ なお、 令和３ 年度改正では、 地域のあら ゆる 住民が役割を 持ち、 支え合いながら

暮ら すこ と のでき る 地域共生社会の実現と 前期高齢者の増加に加え 、 現役世代の

減少が見込ま れる 令和 22 年（ 2040 年） への備えも 示さ れま し た。  

○ 現在、 地域包括ケ アシ ス テム の深化・ 推進のため、 保険者はこ れら のマネジメ ン

ト 機能を 強化し ていく こ と が求めら れていま す。  

 

（ 自立支援、 介護予防、 重度化防止に向けた保険者機能の強化）  

○ 介護サービ ス は、 高齢者がその有する 能力に応じ 自立し た 日常生活を 送る こ と

ができ る よ う 支援する こ と （ 自立支援） や、 要介護状態等になる こ と の予防（ 介護

予防）、 要介護状態等の軽減・ 悪化の防止（ 重度化防止） と いっ た介護保険制度の

理念に基づき 、 提供さ れる 必要があり ま す。  

○ 平成 30 年度改正において、 保険者が地域課題を 分析し 、 高齢者の自立支援、 重

度化防止等に取り 組むこ と が制度化さ れたこ と によ り 、区市町村は、介護保険事業

計画の策定に当たり 、地域の実情に応じ て、高齢者の自立支援と 重度化防止等に向

けた 具体的な取組内容やその目標を 記載する こ と と さ れま し た。  

○ ま た、 都道府県は、 区市町村への支援の取組や目標を 明確にし 、 区市町村の保険

者機能強化に努めていく こ と と さ れま し た。  

○ さ ら に、 区市町村や都道府県の様々な 取組の達成状況を 評価でき る よ う 客観的

な指標を 設定し た、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する 取組を 推進する ため

の「 保険者機能強化推進交付金」 が創設さ れ、 令和２ 年度には、 当該取組について

更な る 推進を 図る ため、 新たに予防・ 健康づく り に資する 取組に重点化し た「 介護

保険者努力支援交付金」 が創設さ れま し た。  

○ 保険者機能強化推進交付金等の創設以降、毎年度、区市町村が自ら の取組の進捗

を 確認・ 検証する Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルが定着し てき ていま す。令和５ 年度においては、

今後の高齢化の一層の進展を 見据え、その実効性を よ り 高めていく ために、区市町

村における 高齢者の自立支援、 重度化防止等に係る 取組の有無やその過程を 評価

する だけでな く 、 こ れら の取組の実施状況や成果な ど のア ウ ト プッ ト 等も 含めた

評価を 行いつつ、取組の進捗状況や、要介護認定率等のアウ ト カ ム と の関連性を 明

ら かにし ていく 指標と さ れま し た。  

○ こ れら を 踏ま え、区市町村や都道府県は、保険者機能強化推進交付金等について、
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自ら の取組に係る 評価結果を 踏ま えつつ、 課題の解決に向けた取組内容の改善や、

取組内容の更なる 充実等に活用し ていく こ と が重要と さ れていま す。  

 

 

 

（ 地域包括支援セン タ ーの役割）  

○ 地域包括支援セン タ ーは、地域支援事業の包括的支援事業（ ①介護予防ケ ア マネ

ジメ ン ト 、 ②総合相談支援業務、 ③権利擁護業務、 ④包括的・ 継続的ケ ア マネジ メ

ン ト 支援業務） を 一体的に実施し 、地域住民の心身の健康の保持と 生活の安定のた

めに必要な援助を 行う こ と によ り 、保健医療の向上・ 福祉の増進を 包括的に支援す

る こ と を 目的と し て区市町村が設置し ていま す。  

○ さ ら に、 地域支援事業の包括的支援事業に位置付けら れている「 在宅医療・ 介護

連携の推進」、「 認知症施策の推進」、「 地域ケ ア 会議の推進」、「 生活支援サービ ス の

体制整備」 は、 それぞれセン タ ーの業務と 密接に関連し ており 、 セン タ ーは、 こ れ

ら についても 関連業務と し て取り 組んでいく こ と が期待さ れていま す。  

○ 特に「 地域ケ ア会議の推進」 は、 セン タ ーの業務と し て位置付けら れており 、 自

立支援・ 介護予防に向けた地域ケ ア会議を 推進し ていく こ と が求めら れていま す。 

 

（ 地域包括ケ アシ ス テム における 中核的な機関と し ての役割）  

○ 地域包括支援セン タ ーは、上記の役割の中でも 特に、地域包括ケ アシ ス テム の深

化・ 推進に向けた中核的な機関と し て 、以下の役割を 果たすこ と が期待さ れていま

す。  

① 高齢者やその家族の相談対応、 必要な支援のコ ーディ ネート  

地域包括支援セン タ ーは、 高齢者やその家族から の相談を 受け、 医療や介護等

の専門職によ る サービ ス だけでなく 、 地域にあ る 様々なサービ ス を 活用し て、 そ

の人に必要な支援を コ ーディ ネート する など 、包括的な支援につなげていく 役割

を 担いま す。  

ま た、 地域の居宅介護支援事業所の介護支援専門員への支援も 行いま す。  

② 支援に関わる 様々な関係機関のネッ ト ワ ーク の構築 

医療や介護が必要な高齢者を 支援し て いく ためには、 地域の関係機関の連携・

協働が必要であ り 、地域包括支援セン タ ーは、個々の高齢者の状況に応じ て、様々

な機関や職種等によ る ネッ ト ワ ーク を 構築する 役割を 担いま す。  

③ 生活支援や見守り 等に住民が主体的に参加し 、高齢者を 支援し ていく 地域づく

り  

    介護予防の活動や、 生活支援、 見守り 等を 行う には、 元気な高齢者など 地域住

民の主体的な参加が必要です。地域包括支援セン タ ーは、地域全体で高齢者を 支

援する 住民参加の地域づく り において、 中心的な役割を 担いま す。  

 

（ 設置状況）  

○ 令和５ 年４ 月時点で、 都内には、 地域包括支援セン タ ーが 462 か所設置さ れて

いま す。 東京は、 委託によ り 設置さ れている セン タ ーの割合が高く 、 約 97％と な

２  地域包括支援セン タ ーの役割  
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っ て いま す。  

○ 都内のセン タ ーに従事する 職員の平均人数は、 １ セン タ ー当たり 8.4 人と 、 全国

平均の 8.1 人と 比較し て多く なっ ていま す1。  

 

都内の地域包括支援セン タ ー設置数 

 セン タ ー 

設置数 

設置形態 

直営 委託 

区  部  291 か所 ４ か所 287 か所 

市町村部  171 か所 10 か所 161 か所 

合  計  462 か所   14 か所  448 か所 

（ 注） 令和５ 年４ 月時点 

資料： 東京都福祉局高齢者施策推進部作成 

 

地域包括支援セン タ ーの直営と 委託の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 注） 全国は平成 29 年４ 月時点、 東京都は令和 5 年４ 月時点 

資料：「 地域包括支援セン タ ーが行う 包括的支援事業における 効果的な 運営に関する 調査研究事業（ 2017

年度厚生労働省老人保健健康増進等事業によ る 調査） 及び東京都福祉局高齢者施策推進部作成 

 

（ 地域包括支援セン タ ーにおける 評価指標）  

○ 平成 30 年度改正によ り 、 地域包括支援セン タ ーの設置主体であ る 区市町村が、

セン タ ーの業務の実施状況を 把握し 、 検討する こ と を 通じ て 適切な 人員体制の確

保や業務の重点化・ 効率化を 進める こ と によ り 機能強化が図れる よ う 事業評価が

義務付けら れ、 国において評価指標が定めら れま し た。  

○ セン タ ーの機能強化を 図る ためには、 区市町村と の連携が欠かせないこ と から 、

評価指標は、セン タ ーに関する も のにと ど ま ら ず、区市町村に関する も のも 設定さ

れて おり 、 取組状況のチャ ート 化によ り 評価結果の見える 化が図ら れていま す。  

○ セン タ ー、 区市町村それぞれが達成度合いの低い業務分野を チャ ート によ り 確

認する こ と ができ 、 業務チェ ッ ク リ ス ト と し ての活用が図ら れていま す。  

 
1 「 地域包括支援セン タ ーが行う 包括的支援事業におけ る 効果的な 運営に関する 調査研究事業」（ 平成 28 年度厚生

労働省老人保健健康増進等事業によ る 調査）  
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＜地域包括ケ アシ ス テム のマネジメ ン ト における 課題＞ 

○ 東京都においては、 高齢化の状況、 地理的条件、 世帯の構成割合等によ り 、 要介

護認定率や一人当たり の介護費用、施設・ 居住系サービ ス と 在宅サービ ス の割合な

ど が地域ご と で異な っ ている こ と から 、 区市町村は各地域の実情に応じ て 地域包

括ケ アシス テム を マネジメ ン ト し ていく こ と が重要です。  

○ ま た、地域特性に応じ た 地域住民の複合化・ 複雑化し た支援ニーズへの対応も 求

めら れていま す。  

○ そのため、 区市町村は、 地域住民へのニーズ調査の実施や各種データ 、 保険者機

能強化推進交付金等の評価結果、 地域包括ケ アシ ス テ ム 構築状況点検のた めに国

から 提供さ れたツ ールの活用等によ り 、地域の実態把握や課題分析を 行い、目指す

べき 地域のビ ジョ ン を 明確にする こ と が必要です。その上で、ビ ジョ ン の達成に向

けた自立支援・ 重度化防止等の様々な取組について、 目標設定し た上で、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

サイ ク ルを 活用し ながら 推進し ていく 必要があ り ま す。  

○ し かし 、データ 分析における 専門的なノ ウ ハウ の不足によ り 、分析結果の解釈や

具体的な取組への活用方法、 取組の実践等に課題を 抱えている 状況があり ま す。  

○ ま た、取組の実施を 通じ て、設定し た地域のビ ジョ ン にど の程度到達し たかを 客

観的な指標等によ り 適切に評価し 、 改善につな げていく 必要があ り ま すが、 効果

を 測定する 具体的な ア ウ ト カ ム 指標の設定が難し く 、 地域包括ケ ア シス テム の深

化・ 推進に向け た達成状況の把握や、 それに応じ た更なる 改善が難し いと いう 現

状も あ り ま す。  

○ こ れら は、 個々の区市町村ご と に、 方針や現状・ 課題等が様々であ る こ と から 、

マネジ メ ン ト に関する 一般的な方法が提示さ れて いる 手引き や他自治体の好事例

にな ら っ て取り 組むだけでは不十分であ り 、 個別の状況等に応じ て 寄り 添っ たき

め細かい支援が必要です。  

  

第２ 節 地域包括ケアシス テム のマネジメ ン ト  

機能強化に向けた保険者支援 

○ 地域包括ケア シス テム の深化・ 推進のため、 区市町村が地域ご と に適切な

地域包括ケ アシス テム のマネジメ ン ト を 行え る よ う 支援し ま す。  

○ 地域包括ケ ア シ ス テ ム の中核的な 役割を 担う 地域包括支援セン タ ーの機

能強化を 図り ま す。  

１  地域包括ケアシス テム のマネジメ ン ト   
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■ 区市町村が地域ご と に適切なマネジメ ン ト が行える よ う 支援し ま す 

○ 地域包括ケア シス テム の各要素・ 分野ご と の支援を 行う と と も に、区市町村がそ

れぞれの地域の資源や課題を 把握し 、 地域の実情に応じ た マネジ メ ン ト を 実施で

き る よ う 、 支援の在り 方について検討し ていき ま す。  

○ 介護保険法第５ 条第２ 項に基づき 区市町村に対し 必要な 助言等を 行う と と も に、

地域包括ケ ア「 見える 化」 シス テム を 活用し た地域分析の方法等について支援し ま

す。  

○ 専門家を 招いた 全体研修及び情報交換会を 開催し 、 実践的な テ ーマや取組事例

の紹介等によ る 知識や技術の習得、 自治体間の情報共有を 推進し ま す。  

ま た 、Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルに沿っ た自立支援・ 重度化防止等の取組が推進でき る よ

う 、その前提と な る 考え方や対応策、効果的な事業展開やデータ 活用の考え方など 、

保険者機能の強化につながる カ リ キ ュ ラ ム を 実施し ま す。  

○ 区市町村が介護保険事業計画に記載し た「 自立支援、介護予防又は重度化防止及

び介護給付の適正化に関する 取組と 目標」 の指標や取組について、他の自治体の状

況も 参考にでき る よ う 全区市町村の状況を 共有し ま す。  

○ 保険者機能強化推進交付金等の評価指標を 活用し て、 区市町村の取組状況を 把

握し 、 取組事例の共有等を 行う と と も に、 必要な支援につなげま す。  

○ 区市町村が現在の地域包括ケ ア シス テ ム の構築状況を 振り 返り 、 地域の実情や

特徴に応じ た取組を 自律的に検討・ 実行でき る よ う 、国から 提供さ れた支援ツ ール

の活用を 支援し ま す。  

 

【 主な施策】  

・ 東京都高齢者保健福祉施策推進委員会保険者支援部会〔 福祉局〕  

  東京都におけ る 高齢者保健福祉施策の推進を 図る ため、保健医療・ 福祉関係団体

に所属する 者、区市町村職員等に委員を 委嘱し 、主に都の保険者支援について 検討

し ま す。  

・ 介護保険業務技術的助言〔 福祉局〕  

  都内における 介護保険事業の健全かつ円滑な 実施を 期すため、 都内に制度の実

施主体であ る 区市町村に対し 、 東京都介護保険業務技術的助言等実施要綱等に基

づく 技術的助言を 実施し ま す。  

・ 保険者機能強化のための区市町村職員研修〔 福祉局〕  

  区市町村の保険者機能を 強化する た めの知識や技術の習得及び自治体間の情報

共有を 支援する ための研修を 実施し ま す。  

  ま た、 区市町村が地域の特徴や課題を 把握し 、 区市町村の計画策定や自主性・ 自

立性を 発揮し た地域づく り を 支援する ため、 地域包括ケ ア「 見え る 化」 シ ス テ ム の

活用方法について研修を 実施し ま す。  

・【 拡充】 介護予防・ フ レ イ ル予防支援強化事業� 再掲�〔 福祉局〕  

  東京都健康 寿⾧ 医療セン タ ーに設置する「 東京都介護予防・ フ レ イ ル予防推進支

援セン タ ー」 が、住民主体の通いの場づく り を 含む効果的な総合事業の実施によ る

介護予防・ フ レ イ ル予防活動等を 推進する 区市町村に対し 、人材育成や相談支援等
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の専門的・技術的な支援を行います。 
  また、通いの場等の介護予防活動の拡大や、フレイル予防の観点での機能強化等

を推進する「東京都介護予防・フレイル予防推進員」を配置する区市町村に対し、
配置に係る経費について補助します。 

・自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議推進事業〈再掲〉〔福祉局〕 
  自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議について、主催となることが多い地域

包括支援センター職員を実践者養成研修の講師として育成するための研修を実施
するとともに、区市町村の実務者連絡会議を開催し、連携強化・課題解決支援を行
います。 

・生活支援体制整備強化事業〈再掲〉〔福祉局〕 
  生活支援・介護予防サービスの充実・強化及び高齢者の社会参加を推進するため、

地域資源の開拓や地域活動の担い手の養成等を行う生活支援コーディネーターの
養成・資質向上を図り、各区市町村が適切に配置できるように支援します。 

・区市町村在宅療養推進事業〈再掲〉〔保健医療局〕  
  地域における在宅療養の推進に向けた区市町村の以下の取組を支援します。 
 ① 在宅医療と介護の提供体制の充実に向けた、先駆的な取組 
 ② 切れ目のない在宅医療提供体制の構築や、医療・介護関係者等への情報共有等

の取組 
 ③ 医療的ケアが必要な小児等の在宅医療の推進に向け、区市町村が関係機関等

と連携して行う地域の実情に応じた取組 

・認知症疾患医療センター運営事業〈再掲〉〔福祉局〕 
  東京都が指定する「認知症疾患医療センター」において、認知症の診断、身体合

併症と行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の医療・
介護関係者等との連携の推進、認知症の人と家族介護者等への支援、人材の育成等
を行うことにより、認知症の人の地域生活を支える医療体制の構築を図ります。 

  また、地域拠点型認知症疾患医療センターに、区市町村と連携して、受診困難な
認知症の人等への訪問支援を行う認知症アウトリーチチームを配置します。 

・【拡充】認知症支援推進センター運営事業〈再掲〉〔福祉局〕 
  医療従事者等の認知症対応力向上の支援拠点として地方独立行政法人東京都健

康⾧寿医療センターに設置した「認知症支援推進センター」において、認知症サポ
ート医フォローアップ研修等の専門職向けの研修や、区市町村において認知症ケ
アに携わる医療専門職等の人材の育成を行うとともに、認知症疾患医療センター
未設置地域の医療従事者等への認知症に関する支援を実施します。 

・東京都介護給付適正化推進研修会〈再掲〉〔福祉局〕 
  介護給付適正化の取組や課題を東京都と区市町村とで把握・共有するため、区市

町村職員を対象とした研修を実施し、地域包括ケア「見える化」システム等のデー
タの活用法の提示や、好事例の発表、グループディスカッションなどを行います。 

・【拡充】東京都区市町村介護人材確保対策事業〈再掲〉〔福祉局〕 
  地域医療介護総合確保基金を活用し、区市町村が取り組む介護人材確保対策へ

の支援を行い、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を進めます。 
  ※令和６年度から、小規模介護事業者が安定的な事業運営を行い、介護サービス

を継続的に提供できるよう、地域の中核となる介護事業者を中心とした連携
体制を構築するための取組への支援を拡充 
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